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助成財団センターは、助成、表彰、奨学などを行う財団法人・その他の法人な
どの情報を収集し、活動内容を広く社会に発信していくことを主な目的として
います。 http://www.jfc.or.jp/

（財）大同生命厚生事業団の助成
●受付締切／両助成とも6月1日（金）必着
【サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成】
●助成の対象となる団体または個人／社会福祉の推進に役立つボランティア
活動を行っているか、または行おうとするサラリーマン（ウーマン）の個人もしくは
そのグループ。ただし、過去5年以内に本助成を受けた人（グループ）は除く。
●助成の対象となる活動／1・高齢者福祉に関するボランティア活動、2・障
害者福祉に関するボランティア活動、3・子ども（高校生まで）の健全な心を養
うための交流ボランティア活動で、内容が先駆性、継続性、発展性があり、効果
が予測できるもの。
例：（1）子どもと高齢者との交流、（2）子どもと外国人との交流、（3）健常の子
どもと障害を持つ子どもとの交流、（4）子どもと働く人 （々職人、農家、芸術家
など）との交流、（5）不登校児、とじこもりの子どもとの交流など。
いずれも目的、計画等が明確な日本国内での無償の活動とします。
●助成の額／総額600万円以内。1件30万円（最高）20件以内。
【地域保健福祉研究助成】
●助成の対象となる団体または個人／保健所、衛生研究所など衛生関係機
関に所属する職員。都道府県市町村の衛生および福祉関係職員。保健・医
療・福祉の実務従事者。
●助成の額／総額3750万円以内。1件50万円（最高）75件以内。

… … … … …
●応募方法／両助成ともFaxまたは電話などで下記まで所定の申込書を請
求するか、ホームページからダウンロードし、Ｂ4サイズの用紙にプリントして使
用してください。なお、研究助成は応募区分を明確にしてください。また、同時
に両助成への応募はできません。
●問い合わせ先／（財）大同生命厚生事業団事務局
564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5 大同生命江坂第2ビル内
Tel.06-6330-8452（代） Fax.06-6330-8652
ホームページ http://www.daido-life-welfare.or.jp

キリン福祉財団ボランティア国際年記念公募
●受付締切／5月31日（木）消印有効
●助成の対象となる団体／福祉を目的とする民間団体。法人格の有無不問。
●助成の対象となる活動／「地域における子育て支援ボランティア活動（子ど
もの対象年齢：中学生以下）」…少子、高齢化社会にあって、次代を担う子ど
もの健全な育成は社会的課題になっています。他方、核家族化、母親の就労、
都市化などの進展によって、子どもをとりまく育成環境は変化してきており、子
育てについて地域社会で支援することが強く要請されています。このため、先
駆的、奨励的な活動について助成し、助長します。
例：母親（父親）たちによる子育てボランティア活動。子育てボランティア地域
支援ネットワーク活動。放課後の児童育成ボランティア活動。子どもの遊びの
場（機会）づくりボランティア活動（おもちゃ、読書、子ども文庫、語り部など遊び
を通しての活動）。地域でのまち体験、まち遊び、まちづくりボランティア活動。
高齢者・障害者とのふれあいを通しての子育てボランティア活動。
●助成の額／総額2000万円。1件あたり上限は100万円。
●応募方法／申込用紙に記入し、添付書類と共に郵送。用紙は下記に請求
するか、ホームページから入手してください。
●申込・問い合わせ先／（財）キリン福祉財団事務局
04-8288 東京都中央区新川2-10-1
Tel.03-5540-3522 Fax.03-5540-3525
ホームページ http://www.kirin.co.jp/foundation

国際交流基金アジアセンター
平成13年度次世代リーダーフェローシップ募集
―大学院生、ＮＧＯ・ＮＰＯ・地方自治体国際交流協会スタッフ

によるアジアでの調査研究をサポート―
●受付締切／5月11日（金）消印有効
●応募資格／以下の全てに該当する方
（1）アジアを地域的な対象として取り上げる、人文・社会科学系の大学院生。
もしくは、国際交流・国際協力の分野でアジア地域との共同作業を進める日
本国内の非営利団体の専従スタッフとして4年以上勤務経験のある方。
（2） 申請時の年齢が40歳以下の方。
（3） 対象国での調査・研究を行う上で必要な語学力を有する方。
（4） 日本国籍を有する方、もしくは日本国に永住を許可されている方。
●対象国／東アジア・東南アジア・南アジアの各国 ● 募集人数／7～8名
●期間／3ヶ月～1年（ただし平成13年9月～平成14年3月に出発できる方）
●待遇／往復渡航費、月額奨学金、他諸手当を支給

（財）安田生命社会事業団研究助成
●受付締切／5月7日（月）必着
●助成の対象となる団体または個人／（1）当財団の講座・講演会の講師や
刊行図書の執筆者などの個人・グループならびにその個人が所属する団体。
（2）上記1の方からの推薦による個人（含む大学院生）・グループならびに団体。
（3）当財団主催の講座や研究会などの参加者、実践情報通信誌「マイン
ディックスぷらざ」の購読者（含む大学院生）。
（4）そのほか、当財団が認めた方。なお、過去に他機関から助成を受けたテー
マによる応募と同一テーマの継続助成は除外。
●助成の対象となる活動／【心理学的・医学的・社会学的研究】
（1）乳幼児期から学童思春期の問題に関する精神保健・福祉の領域（例：児
童青少年精神医学、小児科学、教育学、心理学、社会学など）についての基礎
的・臨床的な研究とします。
（2）家族・家庭の問題に関する精神保健・福祉の領域（例：家族精神医学、心
理学、人間関係学など）についての基礎的・臨床的な研究とします。
（3）高齢者の問題に関する精神保健・福祉の領域（例：老年精神医学、心理
学、社会学など）についての基本的・臨床的な研究とします。
【実践的研究】
・乳幼児期から学童思春期の問題に関する精神保護・福祉の領域。
・家族・家庭の問題に関する精神保健・福祉の領域。
・高齢者の問題に関する精神保健・福祉の領域。
以上の領域における（1）実践活動をたちあげるための調査・研究。（2）現在
実施中の実践活動の成果を調査・分析。
●助成対象事業の期間／助成金交付から1年以内。
●助成の額／心理学的・医学的・社会学的研究部門は20件をめどに1件
50万円を限度、実践的研究は10件をめどに1件30万円を限度とします。
●応募方法／所定の申請書に必要事項を記入し下記まで郵送。申請書は下
記問い合わせ先にご連絡ください。（最寄りの安田生命本部・支社にもあります）
●問い合わせ先／（財）安田生命社会事業団研究助成担当係
170-0013 東京都豊島区東池袋1-34-5
Tel.03-3986-7021 Fax.03-3590-7705

●調査・研究の内容／人文・社会科学分野における関心事項をテーマとする
調査・研究。将来的にもアジア地域との共同研究や共同作業が企画・実施さ
れる可能性が高いテーマでの調査・研究を優先します。非営利団体職員によ
る大学での研究や、大学院生のＮＰＯ調査も対象となります。
●応募方法／募集要項・応募書類をご希望の方は、国際交流基金ホーム
ページからダウンロードされるか、90円切手を貼付した返信用封筒（長3形）
に住所・氏名を明記して下記まで。
●問い合わせ先／国際文化交流推進協会 次世代フェロー係
107-0052 東京都港区赤坂1-11-28 赤坂一丁目森ビル4F
Tel.03-5562-4422 ホームページ http://www.jpf.go.jp/j/
about_j/program_j/fellow.html

いく活動に取り組む住民主体のグループ・団体。特定非営利活動法人も含む。
●助成の対象となる活動／活動例…地域づくり・まちづくりのきっかけになる
ような身近にあるいろいろな魅力や可能性を探し出そうとする取組。農山漁村
地域において、固有の産業などをいかしながら、地域やまちを元気にする取
り組み。中心市街地に活気をとりもどそうとする取り組み。自分たちの生活を見
つめ直し、より暮らしやすい環境の実現を目指す取り組み。自分たちの生活
を見つめ直し、より暮らしやすい環境の実現を目指す取り組み。身近な建物・
ひろばなどの整備や公共的な施設の整備を媒介としながら人と人とのつなが
りを育む取り組み。
●助成対象事業の期間／平成13年6月1日～平成14年3月30日
●助成の額／1件あたり100万円を限度とし、10～15件程度を予定。
●応募方法／応募要項および応募用紙はホームページからダウンロードし、
Ａ4サイズの用紙にプリントアウトして使用してください。郵送希望の方は4月
27日（金）必着で送料分の切手（1部140円）を貼り郵送先を記入した返信
用封筒を同封し、下記住所の「知恵のネットワーキング」係まで請求。
●問い合わせ先／（財）ハウジングアンドコミュニティ財団
105-0052 東京都港区赤坂1-5-11 新虎ノ門ビル5階
Tel.03-3586-4869 Fax.03-3586-3823
ホームページ http://www.housingandcommunity.ad.psiweb.com
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